
※ 区分については、直近決算書2期分をもとに決定します。

お支払いシミュレーション

1,000万円（税込）の設備を導入する場合
支払いはどうなるの？

区分C、特別料率条件該当なしの企業の場合

Q

A

リースとは?

リ ー ス

  特別料率の対象者とは？

●基準料率 （単位：％／月）

Q

A 設備の使用料を毎月お支払いいただく方法です

期間/区分

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

10年

A

2.949

2.254

1.830

1.553

1.352

1.198

1.081

0.987

B

2.964

2.269

1.845

1.567

1.366

1.212

1.095

1.000

C

2.977

2.282

1.857

1.579

1.378

1.224

1.106

1.011

D

2.993

2.298

1.873

1.595

1.393

1.239

1.121

1.026

E

3.010

2.315

1.889

1.610

1.408

1.254

1.136

1.041

（単位：円）

期間
3年
4年
5年
6年
7年
8年
9年
10年

支払回数
36
48
60
72
84
96
108
120

　　月額リース料
297,700
228,200
185,700
157,900
137,800
122,400
110,600
101,100

●特別料率 （単位：％／月）

期間/区分

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

10年

A

2.911
2.216
1.794
1.518
1.318
1.165
1.048
0.954

B

2.919
2.224
1.802
1.525
1.325
1.172
1.055
0.961

C

2.925
2.230
1.808
1.531
1.330
1.177
1.060
0.966

D

2.933
2.238
1.816
1.539
1.338
1.185
1.067
0.973

E

2.942
2.247
1.824
1.547
1.346
1.192
1.075
0.981

次のいずれかを満たす中小企業の方は
特別料率にて設備貸与をご利用いただけます

①経営革新計画の承認を受け、計画期間中の者
②ものづくり重点４分野（超精密生産技術／バイオ／医療・福祉・健康／環境）、地場産業（繊維／耐火物／機械
　金属関連）、航空機部品製造関連産業、食品の分野に携わる者
③新分野進出、新技術の導入、新製品の開発を行う者
※特別料率の適用期間：割賦販売又はリース契約締結後の支払起算日から７年以内　※従業員数300人以下の中小企業も対象となります

月額リース料率
2.977%
2.282%
1.857%
1.579%
1.378%
1.224%
1.106%
1.011%

リース料総支払額
10,717,200
10,953,600
11,142,000
11,368,800
11,575,200
11,750,400
11,944,800
12,132,000

平成28年度申込み分から適用




